
　第４５号議案 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

　亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

　　　令和８年２月２０日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　亀 岡 市 長　　桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

　亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

 

　第６条の２第１項第１号中「第１条第３号」を「第１条の２第３

号」に改める。 

　第１２条の２を次のように改める。 

　（保険料の賦課額） 

第１２条の２　保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

⑴　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９

条 の ７ 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 基 礎 賦 課 額 を い う 。 以 下 同

じ。） 

⑵　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支

援金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号

に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

⑶　世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保 
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険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦

課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦

課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定

する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

⑷　世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育

て支援納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１

項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。

以下同じ。） 

　第１２条の３第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者

医療確保法」に、「及び」を「、」に改め、「（以下「介護納付

金」という。）」の次に「並びに子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援

納付金」という。）」を加え、同号カ中「並びに介護納付金」を　

「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第

２号中「、病床転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支

援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。 

　第１６条の６中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に

改める。 

　第１６条の６の２第１号中「次号において同じ。）」の次に「の

額」を加える。 

　第１６条の６の５第１項第３号中「イ又はウに掲げる世帯」を

「特定世帯又は特定継続世帯」に改める。 

　第１６条の７第１号中「次号において同じ。）」の次に「の額」

を加える。 

　第１６条の１１の次に次の５条を加える。 

　（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１６条の１２　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金

賦課額（第２０条、第２０条の３、第２０条の４及び第２０条の

５の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の

総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、

第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除 
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した額を基準として算定した額とする。ただし、第２５条第１項

の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３

号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とす

ることができる。 

⑴　当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（京都府の国民健康保険に関する特別会計において負

担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充て

る部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ　第２０条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に

減額することとなる額の総額 

⑵　当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア　法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規

定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定によ

り貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ　その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第

７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の

３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

⑶　当該年度における第２５条第１項の規定による子ども・子育

て支援納付金賦課額の減免の額の総額 

　（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１６条の１３　保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金

賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定し

た世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する１８歳以上被保

険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第３号に規定す

る１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８ 
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歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

　（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１６条の１４　前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属

する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。 

　（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の１５　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

⑴　所得割　子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１６条

の１２第１号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第３

号に掲げる額の見込額の合算額から同条第１号イに係る同条第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を控除した額（以下「子

ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額」と

いう。）の１００分の５０に相当する額を被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険

法施行規則第３２条の１０の２に規定する方法により補正され

た後の金額とする。）の総額で除して得た数 

⑵　被保険者均等割　子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率の算定に係る額の１００分の３５に相当する額を当該年度の

前年度及びその直前の２箇年度の各年度における被保険者の数

等を勘案して算定した数で除して得た額 

⑶　１８歳以上被保険者均等割　第１６条の１２第１号イに掲げ

る額の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額

の合算額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を、当該年度の前年度及びその直前の２箇年度

の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘案して算定し

た数で除して得た額 

⑷　世帯別平等割　アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれアからウまでに定めるところにより算定した額 

ア　特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯　子ども・子育て支

援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額の１００分の１５ 
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に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度の

各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定

した数から特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継

続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数

で除して得た額 

イ　特定世帯　アに定めるところにより算定した額に２分の１

を乗じて得た額 

ウ　特定継続世帯　アに定めるところにより算定した額に４分

の３を乗じて得た額 

２　前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下

第４位未満の端数又は１円未満の端数があるときは、これを切り

上げるものとする。 

３　市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やか

に告示しなければならない。 

　（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１６条の１６　第１６条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課

額は、３０，０００円を超えることができない。 

　第１９条第１項中「第１６条の６の３」の次に「若しくは第１６

条の１３」を加え、「、第２０条の３第１項（同条第３項」を「若

しくは同条第５項各号に定める額、第２０条の３第１項（同条第３

項又は第４項」に改め、「第１６条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第２０

条の３第４項第１号（同条第６項」を「同条第５項（同条第７項又

は第８項」に、「又は第４項」を「から第５項まで」に、「若しく

は同条第５項各号（同条第７項又は第８項」を「、同条第６項各号

（同条第８項から第１０項まで」に、「の算定」を「若しくは第　

２０条の５第１項に定める額の算定」に改め、同条第２項中「若し

くは第１６条の６の３の額若しくは第１６条の８の額」を「、第　

１６条の６の３、第１６条の８若しくは第１６条の１３の額」に改

め、「第２０条第１項各号に定める額」の次に「若しくは同条第５

項各号に定める額」を加え、「第１６条の基礎賦課額の被保険者均

等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た」を削り、「第 
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２０条の３第４項第１号」を「同条第５項」に、「若しくは同条第

５項各号に定める額」を「、同条第６項各号に定める額若しくは第

２０条の５第１項に定める額」に改める。 

　第２０条第１項中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」

に改め、同項第１号中「第３号」の次に「並びに第５項」を加え、

同項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、

同項第３号中「５６０，０００円」を「５７０，０００円」に改め、

同条第３項及び第４項中「６６０，０００円」を「６７０，０００

円」に改め、同条に次の２項を加える。 

５　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第１６条の１３の子

ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定め

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が３０，０００円を

超える場合には、３０，０００円）とする。 

⑴　第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者 

　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

ア　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ウ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平 
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等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

⑵　第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１０，０００円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者であって前号に該当する者以外の者 

　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

ア　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ウ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平

等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

⑶　第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税

法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７０，０００円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯 
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に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗

じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者であって前２号に該当する者以外の者 

　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定

の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とさ

れるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額 

ア　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以

上被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ウ　当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平

等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

６　第１６条の１５第２項及び第３項の規定は、前項各号ア及びイ

に規定する額（前項に規定する第１号の一人当たり軽減額、第２

号の一人当たり軽減額及び第３号の一人当たり軽減額）の決定に

ついて準用する。この場合において、第１６条の１５第２項及び

第３項の規定中「保険料率」とあるのは「額（「第１号の一人当

たり軽減額、第２号の一人当たり軽減額及び第３号の一人当たり

軽減額」）」と読み替えるものとする。 

　第２０条の２中「及び」を「、第１６条の６の４、第１６条の９

及び第１６条の１４並びに」に改め、「第１項」の次に「（同条第

３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）及

び同条第５項」を加える。 

　第２０条の３第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条第６

項中「第４項」を「第５項」に改め、「「後期高齢者支援金等賦課

額」と」の次に「、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条

第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、

「第５項」を「第６項」に改め、同項を同条第７項とし、同条中第

５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を 
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加える。 

４　第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第

１６条」とあるのは「第１６条の１５」と、第２項中「第１６条

第３項」とあるのは「第１６条の１５第３項」と読み替えるもの

とする。 

　第２０条の３に次の１項を加える。 

８　第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において、第５項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第

２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第５項各号」と、「第

１６条」とあるのは「第１６条の１５」と、第６項中「第１６条

第３項」とあるのは「第１６条の１５第３項」と読み替えるもの

とする。 

　第２０条の４第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９

条 の ７ 第 ６ 項 第 ８ 号 」 に 、 「 ６ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を　　　　　　

「６７０，０００円」に、「第５項」を「第６項」に改め、同項第

１号中「第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、

同条第３項及び第４項中「６６０，０００円」を「６７０，０００

円」に改め、同条第８項中「第５項」を「第６項」に、「第６項」

を「第７項」に、「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に

改め、「「１７０，０００円」と」の次に「、「第２０条第１項各

号」とあるのは「第２０条第４項の規定により読み替えられた同条

第１項各号」と」を加え、同項を同条第９項とし、同条第７項中

「 第 ５ 項 」 を 「 第 ６ 項 」 に 、 「 ６ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を　　　　　

「６７０，０００円」に改め、「「２６０，０００円」と」の次に

「、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第３項の規定に

より読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、「第６項」を

「第７項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第７

項とし、同条第５項中「６６０，０００円」を「６７０，０００

円」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を 
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加える。 

５　第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額

の減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎賦

課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被

保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保

険者均等割」と、「第１３条」とあるのは「第１６条の１３」と、

「６７０，０００円」とあるのは「３０，０００円」と、第２項

中「第１６条」とあるのは「第１６条の１５」と読み替えるもの

とする。 

　第２０条の４に次の１項を加える。 

１０　第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課

額の減額について準用する。この場合において、第６項中「基礎

賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、

「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上

被 保険 者 均等 割 」と 、「 第 １ ３ 条 」 と あ る の は 「 第 １ ６ 条 の　　

１３」と、「６７０，０００円」とあるのは「３０，０００円」

と、「第２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第５項各号」

と、第７項中「第１６条」とあるのは「第１６条の１５」と読み

替えるものとする。 

　第２０条の４の次に次の１条を加える。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者

の被保険者均等割額の減額） 

第２０条の５　当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被

保険者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保険者

に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者

均等割額は、第１６条の１５の子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第２０条第５項、第

２０条の３第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しく

は同条第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第

５項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０

項の規定により読み替えられた同条第６項に規定する基準に従い 
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当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額す

るものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）か

ら、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

２　第１６条の１５第３項の規定は、前項に規定する額の決定につ

いて準用する。この場合において、第１６条の１５第３項の規定

中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

 

　　　附　則 

 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例による改正後の第１２条の２、第１６条の６、第１６

条の１２から第１６条の１６まで及び第１９条から第２０条の５

までの規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 
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亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案要綱  

 

 

１　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正する

こと。 

⑴　子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を保険料とし

て徴収するため、新たに子ども・子育て支援納付金賦課額を新

設すること。 

⑵　国 民 健 康 保 険 料 の 基 礎 賦 課 額 に 係 る 賦 課 限 度 額 を

６７０，０００円（現行６６０，０００円）に改め、子ども・

子育て支援納付金賦課額に係る賦課限度額を３０，０００円に

設定すること。 

⑶　国民健康保険料を減額する所得判定の基準のうち、５割軽減

基 準 の 被 保 険 者 数 に 乗 ず る 金 額 を ３ １ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 現 行　　

３０５，０００円）に、２割軽減基準の被保険者数に乗ずる金

額を５７０，０００円（現行５６０，０００円）に改めること。 

 

２　この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。  

 

３　この条例は、令和８年４月１日から施行すること。  
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